[bookmark: _Hlk185501858]　　　恵那市子どもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、子どもが地域で健やかに成長する環境を整備し、多様な問題を抱える子どもの孤立を防ぐとともに適切な支援に繋げることを目的とし、恵那市子どもの居場所づくり推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、恵那市補助金等交付規則（平成16年恵那市規則第44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（補助対象事業）
第２条　補助金の交付の対象となる事業（以下、「補助対象事業」という。）は、市内で実施する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
　（１）　利用者は、市内在住の子ども（18歳未満の者をいう。以下同じ。）で
あること。ただし、当該子どもの保護者その他の利用者が利用することを妨
げない。
　（２）　主に子どもを対象とした居場所づくりを目的とした事業であって、次
のいずれかに該当する事業を年度を通じて計画的に実施すること。
　　ア　健全な遊び体験の提供
　　イ　食事の提供
　　ウ　学習の補助
　　エ　子ども同士の交流機会の提供
　　オ　その他第１条に定める目的に合致する事業として市長が認めたもの
　（３）　次の事項を全て満たすこと。
　　ア　利用者の安全管理に十分に配慮すること。
　　イ　子どもが幅広く参加できるように実施内容を事前に周知すること。
　　ウ　営利活動、政治活動及び宗教活動を行わないこと。
　　エ　市からの活動状況報告及び確認の要請に積極的に協力すること。
　　オ　国、県、本市又は他市区町村から同様の補助金の交付を受けていないこ
と。ただし、補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）
が重複しない場合を除く。
　（補助対象者）
第３条　補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
　（１）　定款、会則、規約その他これらに類するものを備えていること。
　（２）　補助対象事業に係る経費と補助対象事業以外の事業に係る経費とを区分し、収支を明らかにしていること。
　（３）　活動内容が、公序良俗に反していないこと。
　（補助対象経費）
第４条　補助対象経費は、別表第１に掲げる経費とする。
　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象経費の額（徴収した料金、寄附金その他の収入
　がある場合は、当該収入の総額を控除した額）に２分の１を乗じて得た額（当
該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。）
２　前項に規定する補助金の額は、10万円を上限とする。
　（実績報告）
第６条　規則第４条の規定による交付の決定を受けた者は、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する書類に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　（１）　恵那市子どもの居場所づくり推進事業実施報告書（別記様式）
　（２）　補助対象経費の支出に係る証拠書類
　（３）　補助対象事業の実施を事前に周知したことが分かるもの
　（４）　各開催日における補助対象事業の実施の様子が分かる写真
　（その他）
第７条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
別表第１（第４条関係）
	項　目
	対　象　経　費

	需用費
	補助対象事業の実施に直接必要な消耗品費、食材料費

	印刷製本費
	補助対象事業の実施に直接必要な印刷に要する経費

	役務費
	通信費及び保険料

	報償費
	外部講師謝金等

	委託料

	ウェブサイトの作成、補助対象事業の実施会場の設営その他専門性の高い作業又は事務を効率的に実施する

	
	ための外部委託費。ただし、企画、運営その他補助対象事業の中心となる事務の委託費を除く。

	使用料
	補助対象事業を実施する会場の使用料




